
四日市市告示第２７６号 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）第１

条の規定による改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「旧地方自治法施行令」という。）第１５８条第１項の規定により、次のと

おり狂犬病予防法関係手数料の収納事務を委託したので、旧地方自治法施行

令第１５８条第２項の規定により告示する。 

 令和７年４月１日 

四日市市長  森 智 広 

 

１ 委託を受けた者 

名称  住所  

いのうえ動物病院  四日市市緑丘町３４５７－９  

コマ動物病院  四日市市中川原１－２－３７  

すどう動物病院  四日市市笹川２－１９６  

たけ動物病院  四日市市松本２０１５－７９  

ときわどうぶつ病院  四日市市芝田２－３－９  

ふじわら動物病院  三重郡菰野町永井３０８６－６４  

みずたに動物病院  四日市市大宮西町１１－６  

山中獣医科  四日市市西富田町１０２０  

森動物病院  四日市市水沢町３００９－１  

中川獣医科  四日市市東日野町２８８－１  

日永動物病院  四日市市日永西４－１５－１９  

平山動物病院  四日市市朝明町２５３１－６３  

矢田獣医科病院  四日市市智積町３４４０－１  

うつべ動物病院  四日市市釆女町１９－５  

不妊手術専門猫院  四日市市中川原１－２－３７  

アーク動物病院  四日市市富州原町２－４０  

ディオワールド四日市店２Ｆ  

こもの動物病院  三重郡菰野町大字菰野１１００番地２  



三重動物医療センター  四日市市西日野町１５９６  

ペットクリニックオザワ  四日市市久保田１－５－３１  

木村動物病院  三重郡川越町豊田４８３－２  

ＳＥＲＩどうぶつ病院  四日市市ときわ４丁目４－１０  

髙波獣医科  鈴鹿市神戸６－２－１  

山根動物医院  鈴鹿市神戸３－２０－２１  

自由ケ丘どうぶつ病院  鈴鹿市下大久保町２６６９－３  

北川動物病院  鈴鹿市須賀町７８２－８  

ベルペットクリニック  鈴鹿市大池３丁目２－３８  

アスカ動物病院  桑名市大福東３８９－１  

まなこ獣医科  桑名市福島８３５－５  

伊藤動物病院  桑名市新西方３－５８  

大山田動物病院  桑名市野田３－９－１  

ペテモ動物病院 東員  員弁郡東員町大字長深字築田５１０－１  

イオンモール東員１Ｆ ＰＥＴＥＭＯ内  

川瀬動物病院  四日市市大字茂福２２１－８  

けい動物クリニック  桑名市城山台１０  

いなべ動物病院  いなべ市員弁町石仏１８８１  

まつだて動物診療所  四日市市川北一丁目１１番８号  

佐々木動物病院  三重郡菰野町菰野２２７８－２  

けやき動物病院  鈴鹿市岸岡町１２－９  

やの動物クリニック  四日市市下之宮町１７－１  

ハロ往診獣医  四日市市中川原二丁目５番３８号  

アルバトロス３０７  

 

２ 委託の期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

（健康福祉部衛生指導課） 


